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ごみ処理施設整備・運営事業に係る設計・施工監理業務委託公募型プロポーザル実施要領  

 

この要領は、山梨西部広域環境組合（以下「本組合」という。）がごみ処理施設整備・運営事業に係

る設計・施工監理業務委託（以下「本業務」という。）の受託業者を公募型プロポーザル方式により選

定するための手続と、そのほかの必要な事項を定めるものとする。 

 

１.公募の目的 

本業務は、ごみ処理施設整備・運営業務の受注者が行う実施設計や建設工事が、契約条件と合致した

ものとなるよう、設計監理業務や施工監理業務等を実施するとともに、運営業務に係る各種計画書やマ

ニュアルを審査することを目的として実施するものである。 

 

２.業務名 

ごみ処理施設整備・運営事業に係る設計・施工監理業務委託 

 

３.業務内容 

(１) 設計監理業務 

（２）施工監理業務 

（３）運営モニタリング業務 

（４）その他の業務 

 ※「ごみ処理施設整備・運営事業に係る設計・施工監理業務委託仕様書」参照 

 

４.履行期間 

 契約締結日の翌日から令和１３年３月３１日 

 

５.見積上限額 

 ３８６，１３０，０００円（消費税及び地方税は含まない。） 

 

６.担当課 

 山梨西部広域環境組合 建設課 

 〒４０９－３８３３ 山梨県中央市藤巻２３０３－２ 

 電話番号 ０５５－２４４－５３０１ 

 

７.参加要件 

本プロポーザルに参加する者は、次のすべての要件を満たす者であること。 

(１) 地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６号。以下「政令」という。）第１６７条の４第１項の

規定に該当しない者であること。 

(２) 政令第１６７条の４第２項（第１６７条の１１第１項において準用する場合を含む。）の規定に

より、本組合の入札参加制限を受けていない者であること。 
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(３) 本組合の競争入札参加資格者名簿に登録された者であること。 

(４) 山梨県、本組合及び本組合構成市町の指名停止措置を受けていないこと。 

(５) 会社更生法（平成１４年法律第１５４号）に基づく更生手続開始の申立て又は民事再生法（平成

１１年法律第２２５号）に基づく民事再生手続開始の申立てがなされている者（更生手続開始又

は民事再生手続開始の決定を受けた後、入札参加申請締切日までに競争入札参加資格の再認定

を受けた者を除く。）でないこと。 

(６) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律（平成３年法律第７７号）第２条第６号に規

定する暴力団員（以下「暴力団員」という。）又は法人であってその役員が暴力団員でないこと。 

(７)  国税、都道府県税及び市町村税について滞納がない者であること。 

(８) プロポーザル実施前６か月以内に手形及び小切手の不渡りを出した者でないこと。 

(９) 入札の日において、不渡りによる取引停止処分を受けた者は、取引停止処分を受けてから２年

を経過していること。 

(10) 参加者は、過去１０年間において、元請として施工監理業務の完了した実績を有すること。 

(11) 過去に、市町村又は地方自治法（昭和２２年法律第６７号）による地方公共団体の組合（一部事

務組合及び広域連合）から発注された廃棄物処理及び清掃に関する法律（昭和４５年法律第１３

７条）第８条に基づく一般廃棄物処理施設のうち、ＤＢＯ方式によるごみ処理施設の整備に係る

設計施工監理業務を元請として受注し、完了まで一連の業務を行った完了した実績を１件以上

有すること。 

（12） 仕様書で求める資格・実績要件を満たすことができる監理技術者を配置できること。 

 

８．スケジュール 

 項 目 日 程 

１ 実施要領等の公表 令和７年１１月２６日（水） 

２ 質問票の受付期限 令和７年１２月 ５日（金） 

３ 質問に対する回答 令和７年１２月１０日（水） 

４ 参加表明書等の提出期限 令和７年１２月１５日（月） 

５ 一次審査（書類審査）結果通知 令和７年１２月１９日（金） 

６ 企画提案書等の提出期限 令和８年 １月２３日（金） 

７ 二次審査（プレゼンテーション及びヒアリング） 令和８年 ２月 中旬 

８ 審査結果通知 令和８年 ２月 下旬 

９ 仕様の協議、仮契約締結 令和８年 ３月 上旬 

１０ 契約締結 令和８年 ３月 下旬 

 

９．本業務に係る書類 

仕様書及び各種提出様式等について、下記の本組合ホームページにて掲載する。 

https://www.yskkk.jp/ 

１０．質問の受付及び回答 
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実施要領及び仕様書等に関して不明な点がある場合は、次のとおり質問書を提出すること。 

（１）受付期限 

令和７年１２月５日（金）１５時００分受信分まで 

（２）受付方法 

   「質問書（様式１）」を作成し、電子メールで送付先アドレスへ送信すること。 

※必ず開封確認メールで送付すること。 

※メールの件名は「（貴社名）ごみ処理施設整備・運営事業に係る設計・施工監理業務委託公募

型プロポーザル質問」とし、文書は日本語で記述すること。 

※電子メール受取後、開封確認メールを送信する。当日１７時００分までに確認メールが届かな 

い場合には、本組合に電話で確認すること。 

※受付期限後の質問及び電話での質問には回答しない。 

※送付先アドレス：propo@yskkk.jp 

（３）回答方法 

質問事項に対する回答については令和７年１２月１０日（水）までに山梨西部広域環境組合ホーム

ページにて公表する。 

 

１１. 参加表明書等の提出期限及び提出方法 

（１）提出期限 

令和７年１２月１５日（月）１７時００分まで 

（２）提出場所  

山梨西部広域環境組合 

住所：山梨県中央市藤巻２３０３－２ 

（３）提出方法 

持参または郵送（書留郵便に限る。）とする。 

※郵送の場合は必着とする 

※持参の場合は土日祝日を除く９時００分から１７時００分まで 

（４）提出書類  

参加者は、以下の書類を本組合に提出するものとする。 

① 提出書類 

イ 参加表明書（様式２） 

ロ 会社概要調書（様式３） 

ハ 会社業務実績調書（様式４） 

 ニ 配置予定技術者調書（様式５－１～５－１４） 

 ※ 各配置予定技術者については仕様書を確認すること。 

 ホ 様式４、５の添付資料（写し） 

 ヘ 納税証明書（提出日の３カ月以内に発行されたもの：写し可） 

※ 本社所在地又は、契約の締結等を受任している営業所が参加する場合は、営業所所在地の地方税 

についての滞納がない旨の証明書・国税についての納税証明書 
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② 提出部数 

   正本 １部（社印及び代表者印を押印すること） 

 ※ 「１９ 提出書類作成の留意事項」を参照のうえ、作成すること。 

 ※ 提出書類は上記のイ～ニの順番で一部ずつ綴ることとし、用紙左上１箇所をホチキス止めとする 

こと、ホ～ヘについてはクリップ止めで提出すること。 

※ 封筒（指定なし）に入れ、提出すること。 

 ※ 提出書類の返却は行わない。 

 

１２．企画提案書等の提出期限及び提出方法 

（１）提出期限 

 令和８年１月２３日（金）１７時００分まで 

（２）提出場所 

 山梨西部広域環境組合 

住所：山梨県中央市藤巻２３０３－２ 

（３）提出方法 

 持参（土日祝日を除く９時００分から１７時００分まで） 

（４）提出書類 

参加者は、以下の書類を本組合に提出するものとする。 

 ① 提出書類 

 イ 企画提案書（様式６） 

 ロ 業務の実施方針（様式７） 

ハ 業務の実施体制（様式８） 

ニ 業務の実施方法（様式９） 

 ホ 企画提案書で求めるテーマ（様式１０－１～１０－３） 

 へ 見積書（様式１１） 

 ② 提出書類に関する指定事項 

イ 提出書類の作成は、言語は日本語、通貨単位は円とする。 

ロ 提出書類の内容は、参加者が責任をもって必ず履行できるものとすること。 

ハ 「ごみ処理施設整備・運営事業に係る設計・施工監理業務委託仕様書」を十分に踏まえた内容と

すること。 

 ニ 「ごみ処理施設整備・運営事業に係る設計・施工監理業務委託仕様書」は、必要最低限の要件 

を定めたもので、この内容を満たす代替提案についても協議のうえで認めるものとする。 

 ホ 「ごみ処理施設整備・運営事業に係る設計・施工監理業務委託仕様書」に記載のない事項であっ 

ても、本業務に必要であると思われる業務がある場合には、合わせて提案できるものとする。た 

だし、これに係る経費は提出する見積書に記載する価格に含まれる。 

 へ 企画提案書を受理した後は、記入内容の追加及び修正は、原則として認めない。 

ト 企画提案書の本文サイズは１０.５ポイント以上を用いること。（図表等については、A３横型を 
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可とする。A３用紙を使用した場合は、A４用紙２頁分と数える。なお、文字サイズの指定は対象

外とする。） 

③ 提出部数 

 イ 正本 １部（社印及び代表社印を押印すること） 

 ロ 副本 ９部（押印不要） 

 ※ 「１７ 提出書類作成の留意事項」又は、「仕様書」を参照のうえ、作成すること。 

※ 副本には、参加者を判別できるような名称やロゴマーク等は使用しないこと。また、提出書類と 

合わせて同内容の電子データ（CD又は DVD）を提出すること。なお、見積書については、「１７  

提出書類作成の留意事項（１０）、③」に従い、正本１部のみ提出すること。（電子データも不 

要） 

 ※ 提出書類は上記のイ～ホの順番で一部ずつ綴ることとし、用紙左上１箇所をホチキス止めとする 

こと。 

 ※ 封筒（指定なし）に入れ、提出すること。 

 ※ 提出書類の返却は行わない。 

 

１３．企画提案書で求めるテーマ 

特定テーマ 

(１) 要求水準書等や提案書に沿った設計及び施工を設計監理するための課題と対策 

(２) 要求水準書等に沿った工事及び近隣への影響を踏まえた工事監理の課題と対策 

(３) 操業後に安定した運営を行うための運営モニタリング及び運営前に行う事前協議などの課題と

対策 

 

１４．選定方法 

 業者選定については、プロポーザル参加者から提出された書類について、あらかじめ、本組合におい

て、実施要領に定める参加資格要件を満たしているか審査したうえで、山梨西部広域環境組合プロポー

ザル方式業者選定委員会（以下、「委員会」という。）が定める評価基準に従い審査を行い、本事業に最

も適した事業者を契約候補者、次点の事業者を次席者として選定するものとする。 

（１）一次審査（書類審査） 

一次審査は、評価基準に基づき、参加表明書等についての審査を本組合にて行う。参加資格を満

たす者を二次審査対象として選定する。審査結果は、参加表明書を提出した者に対して令和７年

１２月１９日（金）に郵送及び電子メールにて通知する。また、二次審査の対象者として選定さ

れた者には、企画提案書等の提出を依頼する。 

（２）二次審査（企画提案等に対するプレゼンテーション及びヒアリング） 

二次審査は、企画提案書等（見積書を除く）の提案内容に関するプレゼンテーション及びヒアリ 

ングを実施し、評価基準に基づき審査を行う。 

① 実施日時 令和８年２月中旬（詳細は二次審査対象者に対し別途通知する。） 

 ② 実施場所 詳細は二次審査対象者に対し別途通知する。 

 ③ 出 席 者 ５名以内（配置予定の総括責任者は必ず出席すること。） 
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 ④ 時  間 ３５分（提案説明２０分、質疑応答１５分）以内とする。 

        ※準備に１０分、片付けは５分以内とする。 

 ⑤ 留意事項 

 イ プレゼンテーション等の順番は、企画提案書等受付時にくじ引きにより決定する。 

 ロ プレゼンテーションは必ず配置予定の総括責任者が行うこと。 

 ハ 説明は提出した企画提案書等（見積書を除く）に基づいて行うものとし、追加資料の持込み 

は認めない。 

 ニ プレゼンテーションにあたってパソコン、プロジェクター等の使用を認める。 

 ホ プロジェクター及びスクリーンは本組合で用意するが、そのほか参加者において必要なもの 

（パソコン及び HDMI ケーブル等）は、参加者において用意すること。 

ヘ プレゼンテーション及びヒアリングは、参加者の独自のノウハウに関する内容が多く含まれ 

るため、非公開のもとで実施する。 

（３）評価基準 

別紙「プロポーザル評価基準」による。なお、評価基準に対する異議申し立ては認めない。 

（４）契約候補者の選定 

評価点の合計が最も高い者を契約候補者として選定する。なお、評価点が満点（１００点）の 

６割（６０点）未満の場合は、契約候補者を選定しない。 

 

１５．審査結果通知及び公表 

本プロポーザルの審査結果については、参加者全員に書面及び電子メールにより通知する。また、 

契約締結後に業務概要、審査結果及び契約金額等について本組合ホームページで公表する。 

なお、選定理由及び審査結果に対する問合せ等には応じない。 

 

１６．契約の締結 

 契約候補者として選定された者と契約締結の交渉を行う。ただし、契約交渉が不調のときは、次席者

と契約締結の交渉を行う。 

 業務内容については、「ごみ処理施設整備・運営事業に係る設計・施工監理業務委託仕様書」を基本

とし、プロポーザルにおける提案内容を反映したものとする。 

 本組合は、契約候補者と仮契約を締結する。 

本業務委託は、新ごみ処理施設整備事業の建設工事請負契約が、山梨西部広域環境組合議会の議決を 

得るまでは仮契約とし、議決を得たとき、本契約として成立するものとする。なお、建設工事請負契約

の締結について組合議会の議決を得られなかった場合は、この仮契約は終了するものとし、発注者は一

切の損害賠償の責めを負わないものとする。 

 

１７．提出書類作成の留意事項 

（１）参加表明書（様式２） 

 ① 記名・押印のうえ、提出期日までに提出すること。 

（２）会社概要調書（様式３） 
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（３）会社業務実績調書（様式４） 

① 過去、地方公共団体等が発注したごみ処理施設を対象とした、本業務と同種又は類似業務とみな

す完了した業務について記載すること。 

② 業務実績を証明する書類（テクリス、契約書等）を添付すること。 

③ 業務概要は同種業務条件や類似性等を満たすことが分かるように施設の種類、業務の範囲と特徴 

を簡潔に記述すること。 

（４）配置予定技術者調書（監理技術者）（様式５－１～５－１３） 

① （３）に示す、同種業務の履行実績のみを記載すること。なお、技術者として関与した実績のみ 

とする。 

 ② 記載件数の上限は、１０件とする。業務実績が上限を超える場合は、直近で業務を完了したもの 

を優先して記入すること。 

③ 枚数は、２頁以内に収めること。 

④ 業務実績を証明する書類（テクリス、契約書・体制表等）を添付すること。 

 ⑤ 保有資格を証明する書類を添付すること。また、実施要領に記載された資格及び関連資格を、最 

大３件まで記載すること。 

 ⑥ 業務実績の概要は、同種業務条件を満たすことが分かるように対象施設の種類、業務の範囲と特 

徴、担当業務内容を簡潔に記述すること。 

（５）企画提案書（様式６） 

 ① 記名・押印のうえ、企画提案書の表紙として提出すること。 

（６）業務の実施方針（様式７） 

① A４用紙２頁以内で、実施方針が分かるように記載すること。 

（７）業務の実施体制（様式８） 

① A４用紙２頁以内で、配置予定の監理技術者を担当業務・指揮命令系統が分かるように記載する

こと。 

（８）業務の実施方法（様式９） 

① A４用紙４頁以内で業務フロー（工程表）を具体的に記載すること。 

（９）設計・施工監理業務における課題と解決策（様式１０－１～１０－３） 

① 「１３ 企画提案書で求める特定テーマ」について、各特定テーマにつき A４用紙１頁以内で作

成すること。 

（１０）見積書（様式１１） 

① 見積上限額の範囲内で、貴社の提案を実現するための経費を含めた見積書を作成すること。な 

お、追加・別途経費が発生しないよう慎重に見積価額を積算すること。 

② 年度ごとに部分払いを行うため、令和８年度～令和１２年度ごとに積算し、それぞれの積算内訳 

を添付すること。 

③ 正本１部のみ別途封筒に入れ、表面に宛先を「山梨西部広域環境組合 管理者 望月智宛」、件 

名を「ごみ処理施設整備・運営事業に係る設計・施工監理業務委託 見積書」と明記し、封印 

（割印）した上で提出すること。 

１８．提出書類の無効 
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次のいずれかに該当する提案は無効とする。 

（１）提出方法、提出先、提出期限に適合しないもの 

（２）本実施要領及び仕様書の条件を満たさないもの 

（３）虚偽の内容が記載されているもの 

（４）記載すべき事項の全部又は一部が記載されていないもの 

（５）審査の公平性を害する行為があった場合 

（６）選定委員に対する働きかけがあったと本組合が判断した場合 

（７）見積金額が見積上限額を超えた場合 

（８）上記各号に該当するほか、プロポーザル等の中で著しく信義に反するものと委員会又は 

本組合が認めるもの 

 

１９．留意事項 

（１）参加表明書を提出後に辞退する場合には、速やかに「辞退届（任意様式）」を本組合に提出する

こと。 

（２）参加者は、本件に関して本組合が提供した情報等を本件の提案以外に使用、又は第三者へ開示、

漏えいしてはならないものとし、そのための必要な措置を講じなければならない。なお、提 

案が採択されない場合においても同様の扱いとする。 

（３）提案に要する一切の費用はすべて参加者の負担とする。 

（４）提出後の参加意向申出書及び提案書等の修正、差し替え、追加、削除または変更は認めない 

ものとする。 

（５）提出された企画提案書等は、山梨西部広域環境組合情報公開条例に基づく公文書として取扱 

うものとし、開示請求があった場合は、参加者が事業を営むうえで、競争上又は事業運営上 

の地位そのほか正当な利益を害すると認められる情報を除き、公表の対象とする。 

（６）企画提案書に関する著作権については、提案者に帰属するものとする。ただし、契約候補者 

として特定された企画提案書及び成果品の著作権については、本組合に帰属するものとする。 

（７）プロポーザルに参加することにより知り得た事項については、いかなる理由があってもほか 

に漏らしてはならない。 

（８）審査経過及び結果に対する異議申し立て等には一切応じない。 


